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１ 市町村収入における税収の比率
平成21年度県内市町村
普通会計決算歳入構成比

平成21年度全国市町村
普通会計決算歳入構成比

高知県内の市町村収入に占める地方税収の割合は、全国35.3％に対して
20.1％となっています。このため、地方交付税や国庫支出金に大きく依存せざ
るを得ない財政構造になっています。

市町村の財政の運営では、貴重な自主財源となる地方税収入の確保のた
め、徴収率の向上はもちろん、的確な課税対象の把握や厳格な延滞金の徴収
などによる公平性の確保と、税を納めやすい環境の整備や制度の充実などに
よる利便性の確保が重要となります。

※地方税には、東京都が徴収した市町村税相当分は含んでいない。

地方税
20.1%

使用料手数料

2.1%

繰入金
1.6%
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2.6%

諸収入等
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特例交付金
0.2%

地方交付税
32.5%

国庫支出金
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県支出金
6.4%

地方債
9.7%

自主財源
32.2%

その他の
財源
67.8%

歳入総額

4,250億32百万円

地方税
35.3%

地方交付税
14.4%

その他の一般財源
4.6%

国庫支出金
15.4%

地方債
8.7%

その他
21.6%

歳入総額
52兆9,410億円

前年増減率 前年増減率 前年構成比

高知市 147,709,426 6.1 45,775,708 ▲ 3.6 31.0 34.1
室戸市 11,936,876 18.7 1,242,005 ▲ 3.7 10.4 12.8

安芸市 11,657,295 8.9 1,847,468 ▲ 4.3 15.8 18.0
南国市 20,571,905 11.6 6,178,767 ▲ 4.3 30.0 35.0

土佐市 13,705,669 16.4 2,499,997 ▲ 3.9 18.2 22.1
須崎市 13,480,544 12.6 2,835,999 ▲ 5.7 21.0 25.1
宿毛市 11,805,997 21.0 2,160,670 ▲ 4.3 18.3 23.1

土佐清水市 10,559,363 4.3 1,260,174 ▲ 5.3 11.9 13.1
四万十市 23,153,403 23.3 3,664,259 ▲ 3.9 15.8 20.3

香南市 19,486,267 14.0 3,081,890 ▲ 3.4 15.8 18.7
香美市 17,023,270 14.0 2,472,948 ▲ 2.6 14.5 17.0

東洋町 2,734,876 20.9 163,892 ▲ 3.4 6.0 7.5
奈半利町 3,118,511 14.1 261,864 ▲ 6.7 8.4 10.3
田野町 2,606,330 29.6 266,134 ▲ 5.1 10.2 13.9

安田町 2,895,969 10.8 215,345 ▲ 3.5 7.4 8.5
北川村 2,812,461 50.0 206,595 3.8 7.3 10.6

馬路村 2,297,131 22.7 142,001 ▲ 3.6 6.2 7.9
芸西村 2,761,084 ▲ 9.2 353,768 ▲ 4.7 12.8 12.2
本山町 3,921,248 19.7 313,892 ▲ 1.4 8.0 9.7

大豊町 4,753,954 13.8 368,773 ▲ 4.4 7.8 9.2
土佐町 4,433,807 12.2 499,663 ▲ 3.5 11.3 13.1

大川村 1,625,410 56.4 70,797 13.4 4.4 6.0
いの町 13,017,736 ▲ 2.7 2,731,781 ▲ 5.4 21.0 21.6

仁淀川町 8,254,342 18.2 572,517 ▲ 4.4 6.9 8.6
中土佐町 7,425,565 37.5 540,328 ▲ 4.5 7.3 10.5
佐川町 7,309,655 8.1 1,133,024 ▲ 3.1 15.5 17.3

越知町 4,798,038 17.5 476,214 ▲ 2.9 9.9 12.0
檮原町 6,100,838 ▲ 7.2 299,155 4.3 4.9 4.4

日高村 3,626,501 18.9 460,737 ▲ 4.5 12.7 15.8
津野町 7,367,436 18.4 462,839 ▲ 3.3 6.3 7.7

四万十町 16,436,929 7.2 1,580,465 ▲ 1.4 9.6 10.5

大月町 4,326,627 ▲ 10.2 344,742 ▲ 3.7 8.0 7.4
三原村 2,164,273 6.2 100,029 ▲ 4.6 4.6 5.1

黒潮町 9,153,472 14.4 840,379 ▲ 1.6 9.2 10.7

市計 301,090,015 10.4 73,019,885 ▲ 3.8 24.3 27.8

町村計 123,942,193 11.2 12,404,934 ▲ 3.4 10.0 11.5
市町村計 425,032,208 10.6 85,424,819 ▲ 3.8 20.1 23.1

構成比地方税収入
単位：千円、％

歳入総額
市町村名



２ 市町村税決算の内訳
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平成21年度の高知県内市町村税の決算に占める税目の割合
は、個人住民税と固定資産税を合わせて、84.5%となっていま
す。
全国市町村でみると、この2税で79.0％ですが、県内市町村で
は課税されていない都市計画税を合わせると85.0％となり、同等
程度の割合になります。

なお、大企業の少ない県内市町村では、法人住民税の占める
割合が、全国よりも低い傾向にありますが、世界同時不況の影響
によりその差は小さくなっています。
県内市町村は、個人住民税と固定資産税の2税が基幹税であ
り、税収の8割以上を占めていることから、特に、この2税の適切
な課税と厳格な徴収が求められます。

平成21年度県内市町村税決算内訳

個人住民税
34.4％

【29,422百万円】

法人住民税
6.7％

固定資産税
50.1％

【42,783百万円】

８５,４２５百万円

軽自動車税
2.1％

市町村たばこ税
5.3％

その他
1.3％

平成21年度全国市町村税決算内訳

個人住民税
35.8％

【73,490億円】

２０５,２８４億円

法人住民税
8.6％

固定資産税
43.2％

【88,744億円】

都市計画税
6.0％

軽自動車税
0.8％

市町村たばこ税
3.7％

その他
1.7％



３ 徴収率の推移
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平成21年度の高知県内市町村合計徴収
率は91.8％であり、対前年比0.1％の減と
なっています。
全国の平均徴収率は、平成21年度決算
速報値の集計で93.3%であり、1.5ポイント
高知県が下回る結果となっています。
この差は、平成12年度を境に広がってい
ます。

その原因として、小規模自治体の多い本
県にとって、専任の徴収職員を配置する余
裕のない市町村が多いことや、住民との距
離が近いため、差押えが行いにくいといっ
たことが挙げられます。

また、高知県の産業基盤の弱さなどの経
済的要因や、地域の納税意識の低さといっ
た社会的要因など、様々な理由が考えられ
ます。

現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 現年 滞繰 合計 現年 滞繰 合計
徴収率 徴収率 徴収率 徴収率 徴収率 徴収率

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ D/A E/B F/C
1 高知市 45,966,041 3,345,629 49,311,670 45,078,121 697,587 45,775,708 98.1 20.9 92.8 18 98.0 20.6 93.0 18
2 室戸市 1,252,648 298,002 1,550,650 1,207,308 34,697 1,242,005 96.4 11.6 80.1 33 95.1 11.7 80.0 33
3 安芸市 1,850,401 104,830 1,955,231 1,819,260 28,208 1,847,468 98.3 26.9 94.5 10 98.2 26.6 94.2 12
4 南国市 6,215,176 502,039 6,717,215 6,078,052 100,715 6,178,767 97.8 20.1 92.0 21 97.6 19.7 92.5 20
5 土佐市 2,536,639 442,476 2,979,115 2,455,558 44,439 2,499,997 96.8 10.0 83.9 32 96.9 7.8 84.9 32
6 須崎市 2,846,210 170,087 3,016,297 2,788,168 47,831 2,835,999 98.0 28.1 94.0 15 97.9 30.4 93.3 16
7 宿毛市 2,187,004 328,529 2,515,533 2,108,767 51,903 2,160,670 96.4 15.8 85.9 30 96.6 12.8 85.9 31
8 土佐清水市 1,288,540 183,300 1,471,840 1,235,401 24,773 1,260,174 95.9 13.5 85.6 31 96.0 15.0 86.9 28
9 四万十市 3,649,551 556,152 4,205,703 3,551,176 113,083 3,664,259 97.3 20.3 87.1 27 97.0 17.1 86.6 30
10 香南市 3,109,675 270,780 3,380,455 3,027,096 54,794 3,081,890 97.3 20.2 91.2 23 97.3 21.3 92.0 22
11 香美市 2,488,537 266,314 2,754,851 2,431,524 41,424 2,472,948 97.7 15.6 89.8 25 97.8 16.3 90.1 25
12 東洋町 164,438 47,621 212,059 155,864 8,028 163,892 94.8 16.9 77.3 34 93.2 4.4 76.3 34
13 奈半利町 264,593 30,558 295,151 256,973 4,891 261,864 97.1 16.0 88.7 26 97.2 14.7 88.7 26
14 田野町 268,052 15,936 283,988 263,255 2,879 266,134 98.2 18.1 93.7 16 98.2 16.7 94.3 11
15 安田町 216,397 14,897 231,294 212,514 2,831 215,345 98.2 19.0 93.1 17 97.7 25.1 93.7 15
16 北川村 205,932 2,692 208,624 205,119 1,476 206,595 99.6 54.8 99.0 1 99.3 35.9 98.6 1
17 馬路村 141,932 2,522 144,454 141,867 134 142,001 100.0 5.3 98.3 3 99.7 5.8 98.2 3
18 芸西村 355,195 26,138 381,333 349,009 4,759 353,768 98.3 18.2 92.8 19 98.3 22.0 93.1 17
19 本山町 313,749 16,189 329,938 308,960 4,932 313,892 98.5 30.5 95.1 7 98.3 25.4 94.6 9
20 大豊町 369,061 22,664 391,725 363,084 5,689 368,773 98.4 25.1 94.1 13 97.9 16.2 94.2 13
21 土佐町 501,784 24,213 525,997 494,784 4,879 499,663 98.6 20.2 95.0 9 98.6 19.3 95.2 7
22 大川村 70,862 1,250 72,112 70,748 49 70,797 99.8 3.9 98.2 4 99.7 3.1 98.0 4
23 いの町 2,734,241 72,956 2,807,197 2,709,686 22,095 2,731,781 99.1 30.3 97.3 6 99.0 31.8 97.5 6
24 仁淀川町 573,734 7,881 581,615 570,508 2,009 572,517 99.4 25.5 98.4 2 99.5 44.2 98.6 2
25 中土佐町 540,337 33,691 574,028 530,560 9,768 540,328 98.2 29.0 94.1 14 98.3 30.7 93.9 14
26 佐川町 1,144,113 103,734 1,247,847 1,110,171 22,853 1,133,024 97.0 22.0 90.8 24 96.8 21.0 91.0 23
27 越知町 478,704 26,443 505,147 472,079 4,135 476,214 98.6 15.6 94.3 12 98.5 20.6 94.8 8
28 檮原町 299,456 6,146 305,602 298,071 1,084 299,155 99.5 17.6 97.9 5 99.3 12.8 97.9 5
29 日高村 460,049 24,789 484,838 453,741 6,996 460,737 98.6 28.2 95.0 8 98.4 23.6 92.8 19
30 津野町 462,378 27,577 489,955 455,622 7,217 462,839 98.5 26.2 94.5 11 98.4 20.0 94.5 10
31 四万十町 1,576,499 156,044 1,732,543 1,541,829 38,636 1,580,465 97.8 24.8 91.2 22 97.3 17.1 90.7 24
32 大月町 351,254 47,643 398,897 337,782 6,960 344,742 96.2 14.6 86.4 28 96.2 14.9 87.5 27
33 三原村 100,441 15,482 115,923 97,684 2,345 100,029 97.3 15.1 86.3 29 96.7 20.3 86.7 29
34 黒潮町 843,567 68,974 912,541 825,392 14,987 840,379 97.8 21.7 92.1 20 97.8 27.5 92.5 21

市計 73,390,422 6,468,138 79,858,560 71,780,431 1,239,454 73,019,885 97.8 19.2 91.4 97.7 18.7 91.6
町村計 12,436,768 796,040 13,232,808 12,225,302 179,632 12,404,934 98.3 22.6 93.7 98.1 21.0 93.7
市町村計 85,827,190 7,264,178 93,091,368 84,005,733 1,419,086 85,424,819 97.9 19.5 91.8 97.8 19.0 91.9

順位 順位

平成21年度市町村税実績（国民健康保険税を除く。）
２１年度 ２０年度

調定済額（千円） 収入済額（千円） 徴収率（％） 徴収率（％）

92.0 
91.7 

91.5 
91.2 91.2 

91.5 
91.7 

92.0 91.9 

91.8 

92.0 92.0 
91.8 

91.8 92.1 

92.7 

93.3 

93.7 93.6 

93.3 

89.0 

90.0 

91.0 

92.0 

93.0 

94.0 

12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年

高知県と全国の徴収率推移

高知県

全国

％

平成

※平成21年度全国徴収率は県による独自集計のため変動することがあります。



４ 基幹税目の徴収率
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上の表は各市町村の基幹税目である、個人住民税
と固定資産税及びその他諸税の徴収率一覧表です。

左のグラフは、県内市町村の基幹税目の徴収率を
全国の平均徴収率と比較したもので、固定資産税の
徴収率が全国より低い傾向になっています。

要因としては、所得ではなく資産価値に対して課税
される固定資産税では、平均所得の低い都道府県に
おいて、徴収率が低くなる傾向があることなどが考え
られます。
一方、個人住民税では県内市町村
の徴収率が高くなっており、後述しま
す給与からの特別徴収実施への取
組みの成果が、徴収率として表れて
きている結果と考えられます。

個人住民税 固定資産税 その他諸税 合計 個人住民税 固定資産税 その他諸税 合計 個人住民税固定資産税その他諸税 合計 個人住民税固定資産税その他諸税 合計

市町村名 A B C D E F G H E/A F/B G/C H/D

1 高知市 17,010,542 24,596,822 7,704,306 49,311,670 15,868,806 22,417,245 7,489,657 45,775,708 93.3 91.1 97.2 92.8 93.5 91.1 97.5 93.0

2 室戸市 552,159 768,204 230,287 1,550,650 464,749 597,493 179,763 1,242,005 84.2 77.8 78.1 80.1 82.5 77.7 81.8 80.0

3 安芸市 625,333 1,014,267 315,631 1,955,231 590,444 949,760 307,264 1,847,468 94.4 93.6 97.3 94.5 95.0 92.6 97.5 94.2

4 南国市 2,083,683 3,705,405 928,127 6,717,215 1,930,343 3,352,401 896,023 6,178,767 92.6 90.5 96.5 92.0 92.8 91.1 97.0 92.5

5 土佐市 1,117,380 1,487,975 373,760 2,979,115 946,429 1,200,656 352,912 2,499,997 84.7 80.7 94.4 83.9 86.1 81.4 94.7 84.9

6 須崎市 813,025 1,794,712 408,560 3,016,297 776,137 1,665,013 394,849 2,835,999 95.5 92.8 96.6 94.0 95.5 91.3 97.0 93.3

7 宿毛市 729,893 1,397,658 387,982 2,515,533 651,231 1,140,150 369,289 2,160,670 89.2 81.6 95.2 85.9 89.6 81.4 95.4 85.9

8 土佐清水市 507,919 739,858 224,063 1,471,840 460,141 583,662 216,371 1,260,174 90.6 78.9 96.6 85.6 91.1 80.7 96.7 86.9

9 四万十市 1,377,428 2,173,951 654,324 4,205,703 1,240,915 1,794,810 628,534 3,664,259 90.1 82.6 96.1 87.1 89.6 81.6 95.8 86.6

10 香南市 1,329,772 1,674,553 376,130 3,380,455 1,206,722 1,512,053 363,115 3,081,890 90.7 90.3 96.5 91.2 91.4 91.3 97.0 92.0

11 香美市 1,049,376 1,383,775 321,700 2,754,851 948,410 1,217,586 306,952 2,472,948 90.4 88.0 95.4 89.8 90.6 88.4 95.7 90.1

12 東洋町 82,877 101,826 27,356 212,059 62,579 76,627 24,686 163,892 75.5 75.3 90.2 77.3 77.3 72.0 89.4 76.3

13 奈半利町 104,469 146,079 44,603 295,151 93,987 124,468 43,409 261,864 90.0 85.2 97.3 88.7 89.3 85.2 97.9 88.7

14 田野町 90,072 141,283 52,633 283,988 85,061 129,202 51,871 266,134 94.4 91.4 98.6 93.7 94.9 92.5 98.5 94.3

15 安田町 77,771 126,097 27,426 231,294 72,399 116,339 26,607 215,345 93.1 92.3 97.0 93.1 93.1 93.3 97.0 93.7

16 北川村 36,870 152,262 19,492 208,624 36,578 150,840 19,177 206,595 99.2 99.1 98.4 99.0 99.2 98.5 98.3 98.6

17 馬路村 44,029 85,237 15,188 144,454 43,894 82,946 15,161 142,001 99.7 97.3 99.8 98.3 99.5 97.3 99.6 98.2

18 芸西村 111,535 192,210 77,588 381,333 103,430 174,900 75,438 353,768 92.7 91.0 97.2 92.8 93.1 91.8 96.8 93.1

19 本山町 134,024 156,969 38,945 329,938 128,540 148,055 37,297 313,892 95.9 94.3 95.8 95.1 96.6 92.5 96.1 94.6

20 大豊町 107,899 237,016 46,810 391,725 98,339 224,578 45,856 368,773 91.1 94.8 98.0 94.1 92.4 94.2 97.9 94.2

21 土佐町 125,572 336,647 63,778 525,997 116,014 322,541 61,108 499,663 92.4 95.8 95.8 95.0 92.9 96.0 96.0 95.2

22 大川村 15,041 51,367 5,704 72,112 14,967 50,126 5,704 70,797 99.5 97.6 100.0 98.2 99.4 97.2 100.0 98.0

23 いの町 1,100,616 1,397,698 308,883 2,807,197 1,061,263 1,366,351 304,167 2,731,781 96.4 97.8 98.5 97.3 96.6 97.9 98.4 97.5

24 仁淀川町 150,802 355,743 75,070 581,615 147,597 351,011 73,909 572,517 97.9 98.7 98.5 98.4 98.1 98.7 99.1 98.6

25 中土佐町 213,486 267,140 93,402 574,028 202,404 245,877 92,047 540,328 94.8 92.0 98.5 94.1 94.4 91.9 98.4 93.9

26 佐川町 495,166 587,282 165,399 1,247,847 459,641 515,923 157,460 1,133,024 92.8 87.8 95.2 90.8 92.8 88.3 95.4 91.0

27 越知町 185,965 251,776 67,406 505,147 173,217 238,060 64,937 476,214 93.1 94.6 96.3 94.3 93.8 95.0 96.6 94.8

28 檮原町 100,237 165,460 39,905 305,602 97,324 162,562 39,269 299,155 97.1 98.2 98.4 97.9 97.6 97.9 98.6 97.9

29 日高村 178,081 243,560 63,197 484,838 167,882 231,466 61,389 460,737 94.3 95.0 97.1 95.0 88.5 94.9 97.1 92.8

30 津野町 171,826 247,875 70,254 489,955 156,792 237,072 68,975 462,839 91.3 95.6 98.2 94.5 91.5 95.5 98.4 94.5

31 四万十町 550,525 916,397 265,621 1,732,543 519,178 804,824 256,463 1,580,465 94.3 87.8 96.6 91.2 94.0 87.1 96.5 90.7

32 大月町 138,615 197,309 62,973 398,897 120,724 163,768 60,250 344,742 87.1 83.0 95.7 86.4 89.1 83.9 95.4 87.5

33 三原村 41,923 58,588 15,412 115,923 35,342 50,477 14,210 100,029 84.3 86.2 92.2 86.3 84.9 86.9 90.6 86.7

34 黒潮町 366,098 426,949 119,494 912,541 340,953 384,532 114,894 840,379 93.1 90.1 96.2 92.1 93.3 90.7 96.3 92.5

市計 27,196,510 40,737,180 11,924,870 79,858,560 25,084,327 36,430,829 11,504,729 73,019,885 92.2 89.4 96.5 91.4 92.4 89.4 96.8 91.6

町村計 4,623,499 6,842,770 1,766,539 13,232,808 4,338,105 6,352,545 1,714,284 12,404,934 93.8 92.8 97.0 93.7 93.8 92.8 97.1 93.7

市町村計 31,820,009 47,579,950 13,691,409 93,091,368 29,422,432 42,783,374 13,219,013 85,424,819 92.5 89.9 96.5 91.8 92.6 89.9 96.9 91.9

単位：千円、％

調定済額（千円） 収入済額（千円） 徴収率（％） 【参考】20年度徴収率（％）
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個人住民税と固定資産税の徴収率推移

県内個人住民税

県内固定資産税

全国個人住民税

全国固定資産税

％

平成

※平成21年度全国徴収率は県による独自集計のため変動することがあります。



５ 滞納繰越金額の推移

5

県内市町村の滞納額の推移です。これは、前年度までに納められな
かった税額の累計で、21年度県総計で72億円余りになっています。
下のグラフは、各県税管内の市町村税調定額に対する滞納額の割合
を比較したもので、 幡多県税管内及び安芸県税管内の滞納率が高い
ことがわかります。
この対策として、幡多県税管内では管内6市町村により、幡多広域市
町村圏事務組合租税債権管理機構（以下、幡多租税債権管理機構。）
を平成20年度から設置し広域的な滞納整理にあたっています。
なお、平成16年度に須崎県税管内5市町村と佐川町、越知町を加え
た7市町村による高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構（以
下、高幡租税債権管理機構。）を設置した、須崎県税管内では滞納額
は減少しています。

安芸県税管内は室戸市、東洋町、奈半利町の滞納率が高いことが要
因と考えられ、その対策として室戸市では、徴収を専門とする滞納整理
課において、平成21年度から市町村税の滞納整理にあたっています。

安芸県税管内（室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村）
中央東県税管内（南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村）
中央西県税管内（高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村）
須崎県税管内（須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町）
幡多県税管内（宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町）

１7年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

高知市 3,321,688 3,113,541 3,150,972 3,292,560 3,345,629 6.78
室戸市 280,259 285,649 285,068 291,672 298,002 19.22
安芸市 175,492 136,051 115,889 114,871 104,830 5.36
南国市 480,835 486,323 493,005 458,507 502,039 7.47
土佐市 386,771 377,141 388,537 413,034 442,476 14.85
須崎市 321,096 299,346 269,398 219,166 170,087 5.64
宿毛市 314,631 323,094 326,768 337,520 328,529 13.06

土佐清水市 210,435 176,870 158,414 172,648 183,300 12.45
四万十市 533,463 533,550 572,567 577,083 556,152 13.22
香南市 198,262 235,571 235,040 242,688 270,780 8.01
香美市 230,092 234,611 244,236 263,587 266,314 9.67
東洋町 42,755 46,102 40,042 42,360 47,621 22.46
奈半利町 34,345 34,717 35,190 32,479 30,558 10.35
田野町 14,490 12,925 13,580 14,203 15,936 5.61
安田町 11,243 13,274 15,444 13,405 14,897 6.44
北川村 5,989 5,356 3,240 1,957 2,692 1.29
馬路村 1,583 2,041 2,214 2,438 2,522 1.75
芸西村 26,923 25,276 26,050 27,139 26,138 6.85
本山町 17,743 19,684 20,288 17,343 16,189 4.91
大豊町 22,322 20,182 19,125 18,391 22,664 5.79
土佐町 14,575 15,587 16,133 22,920 24,213 4.60
大川村 967 950 1,013 1,119 1,250 1.73
いの町 113,324 102,925 72,196 66,760 72,956 2.60
仁淀川町 10,997 13,893 9,350 9,760 7,881 1.36
中土佐町 44,416 46,782 43,978 38,830 33,691 5.87
佐川町 100,613 93,468 96,404 97,261 103,734 8.31
越知町 35,404 26,696 25,331 24,519 26,443 5.23
檮原町 3,510 3,852 3,865 4,753 6,146 2.01
日高村 42,622 43,386 48,399 39,198 24,789 5.11
津野町 14,820 14,272 14,932 24,995 27,577 5.63
四万十町 120,793 135,048 137,256 145,116 156,044 9.01
大月町 40,119 40,132 37,779 43,626 47,643 11.94
三原村 8,108 11,342 14,803 15,945 15,482 13.36
黒潮町 67,218 76,711 82,635 69,467 68,974 7.56

市計 6,236,194 6,201,747 6,239,894 6,383,336 6,468,138 8.10
町村計 1,011,709 804,601 779,247 773,984 796,040 6.02
県計 7,247,903 7,006,348 7,019,141 7,157,320 7,264,178 7.80

市町村名
滞納繰越金額推移（千円） 21年度

滞納率

（％）
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6.69
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7.27 7.41
7.80

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00
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13.00

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

県税管内別滞納率

安芸県税管内
中央東県税管内
中央西県税管内
須崎県税管内
幡多県税管内
高知県全体

％



６ 滞納処分と徴収率

6
安芸県税管内（室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村）
中央東県税管内（南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村）
中央西県税管内（高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村）
須崎県税管内（須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町）
幡多県税管内（宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町）

左の表は、滞納となった税金に対して、各市町村ごとに差押えを実施
した件数の一覧です。滞納者の財産を調査したうえで、払う余裕がある
にも係わらず払わない滞納者に対して、給与の差押えや家宅捜索によ
る動産の差押えなどを実施したものです。悪質な滞納者に対しては、公
平性の観点からも厳しく対処する必要があります。

こうした中、下のグラフのとおり高幡租税債権管理機構のある須崎県
税管内では、着実に徴収率が向上していますし、幡多租税債権管理機
構のある幡多県税管内でも、今後、徴収率の向上が期待されるところ
です。

また、安芸県税管内では、安芸市が悪質滞納者に対する滞納処分を
厳格に実施してきたことが、同県税管内の徴収率が伸びたことに繋
がっているものと考えられます。
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85.0 

86.0 

87.0 
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90.0 
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17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

県税管内別徴収率

安芸県税管内
中央東県税管内
中央西県税管内
須崎県税管内
幡多県税管内
高知県全体

％

H17 H18 H19 H20 H21

1 高知市 739    1,112 886    1,468 1,456 339,714 0.429    

2 室戸市 5        21      35      71      101    16,637 0.607    

3 安芸市 522    419    325    331    337    19,899 1.694    

4 南国市 95      198    147    176    439    49,505 0.887    

5 土佐市 6        2        9        9        7        29,153 0.024    

6 須崎市 19      72      82      94      103    24,812 0.415    

7 宿毛市 18      63      57      73      87      23,103 0.377    

8 土佐清水市 11      2        69      117    124    16,643 0.745    

9 四万十市 38      20      37      90      197    36,351 0.542    

10 香南市 12      77      154    289    74      34,460 0.215    

11 香美市 8        2        17      54      54      28,339 0.191    

12 東洋町 14      24      15      -         28      3,171 0.883    

13 奈半利町 2        5        14      7        24      3,698 0.649    

14 田野町 -         -         1        3        5        3,044 0.164    

15 安田町 -         -         11      1        10      3,130 0.319    

16 北川村 -         2        7        4        2        1,486 0.135    

17 馬路村 -         -         1        1        1        1,043 0.096    

18 芸西村 -         -         10      13      14      4,039 0.347    

19 本山町 -         3        16      6        4        3,991 0.100    

20 大豊町 8        2        15      11      15      5,009 0.299    

21 土佐町 4        -         -         18      23      4,466 0.515    

22 大川村 -         -         -         -         -         469 -     

23 いの町 130    371    347    373    365    26,595 1.372    

24 仁淀川町 -         -         19      15      9        6,964 0.129    

25 中土佐町 -         29      62      147    105    8,115 1.294    

26 佐川町 9        5        36      60      40      14,287 0.280    

27 越知町 127    35      148    22      7        6,662 0.105    

28 檮原町 -         8        3        3        5        3,931 0.127    

29 日高村 3        -         48      60      38      5,778 0.658    

30 津野町 -         4        1        -         46      6,782 0.678    

31 四万十町 9        -         33      188    110    19,814 0.555    

32 大月町 -         17      11      8        1        6,304 0.016    

33 三原村 2        -         15      14      21      1,794 1.171    

34 黒潮町 4        8        26      22      31      13,213 0.235    

市町村計 1,785 2,501 2,657 3,748 3,912 772,401 0.506    

高幡機構 317    361    360    227    199    84,403 0.236    

幡多機構 517    355    97,408 0.364    

合　　計 2,102 2,862 3,017 4,492 4,466 772,401 0.578    
1　差押件数は差押調書の枚数
2　高幡機構は、高幡租税債権管理機構（須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町、佐川町、越知町）
3　幡多機構は幡多租税債権管理機構（宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町）

市町村名
差押え件数 H22.3.31

住基人口
人口当たり
の差押率(%)



７ 個人住民税特別徴収制度の実施

7
安芸県税管内（室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村）
中央東県税管内（南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村）
中央西県税管内（高知市、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村）
須崎県税管内（須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町）
幡多県税管内（宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町）

上のグラフは、給与所得に係る個人住民税を給与
から天引きする、特別徴収※の実施率推移（特別徴
収による納税義務者数を給与所得者数で除したも
の）で、平成18年度より高知県の実施率が伸びはじ
め、平成22年度で急激に伸びています。
これは、右のグラフのとおり、特別徴収完全実施
の安芸市を中心とした安芸県税管内や幡多県税管
内の特別徴収実施に向けた取組みが、平成22年度
分より他の市町村においても、積極的に行うこととさ
れた結果と考えられます。

特に中央東県税管内の伸び率が顕著で、県内の
実施率を大きく引き上げた要因となっています。

今後も納税の利便性を確保する観点から、積極的
な推進の取組みが期待されます。

※給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは？

国税である所得税の源泉徴収と同様に、雇い主である給与支
払者が、従業員等に給与を支払う際に個人住民税を天引きし
て、市町村に納める制度です。
前年中に給与所得があり、かつ、4月1日現在に給与を支払う
べき従業員等がある雇い主は、地方税法の規定により、個人住
民税を特別徴収する義務があります。
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８ 延滞金の徴収

8

左の表は、延滞金の徴収一覧です。

延滞金は、納期までに税金を納められなかった納税者には、
地方税法に基づき必ず加算・徴収されるもので、これを厳格に
適用することにより、納税意識を高めるとともに、公平性を確
保することができます。

県内市町村においても、法令厳守による適切な延滞金の徴
収により、その徴収額は年々増加する傾向になっています。

税金には、それぞれの税目ごとに定められた納期限があり、
この納期限をきちんと守って税金を納めた人と、特別な理由も
なしに納期限を守らず納めた人とが、延滞金の加算もなく同じ
であれば、公平性を著しく欠くことになります。
延滞金の率は、納税通知書にある納期限から1ヶ月までは
年7.3%（平成12年からの特例基準割合等による特例あり。平
成22年1月1日以降は4.3%）、その後は年14.6%と定められて
おり、今後も厳格に適用してまいりますので、納期内納付への
ご理解とご協力をお願いします。

1 高知市 60,963       65,480       78,809       65,770       72,510       
2 室戸市 2,433          2,900          2,840          3,275          3,352          
3 安芸市 14,466       12,678       8,200          9,421          6,652          
4 南国市 7,593          10,430       12,169       12,146       11,953       
5 土佐市 11,423       5,503          5,196          4,694          4,385          
6 須崎市 8,500          4,605          5,051          8,467          11,140       
7 宿毛市 6,627          3,010          4,143          4,350          6,843          
8 土佐清水市 4,862          2,719          4,075          5,015          4,103          
9 四万十市 8,061          7,057          7,239          15,901       21,341       
10 香南市 2,096          7,098          12,328       14,588       11,218       
11 香美市 148            4,537          3,861          5,363          8,723          
12 東洋町 534            119            -                 -                 39               
13 奈半利町 36               9                 69               457            39               
14 田野町 -                 -                 17               47               205            
15 安田町 -                 -                 105            42               76               
16 北川村 22               125            935            40               456            
17 馬路村 -                 -                 -                 -                 4                 
18 芸西村 -                 -                 -                 216            207            
19 本山町 207            333            1,157          1,372          2,533          
20 大豊町 780            718            856            435            432            
21 土佐町 140            86               31               228            666            
22 大川村 23               2                 5                 -                 
23 いの町 7,768          16,930       14,442       17,599       12,334       
24 仁淀川町 40               180            228            715            393            
25 中土佐町 1,680          1,093          1,970          1,065          1,019          
26 佐川町 781            1,105          4,330          2,916          3,338          
27 越知町 4,550          2,953          2,831          1,120          584            
28 梼原町 25               -                 42               103            88               
29 日高村 181            108            2,343          1,851          3,048          
30 津野町 184            201            330            521            136            
31 四万十町 2,067          3,205          5,447          6,380          7,794          
32 大月町 -                 150            26               317            187            
33 三原村 -                 -                 334            502            468            
34 黒潮町 144            186            890            1,628          2,924          

127,172     126,017     143,911     148,990     162,220     
19,162       27,503       36,388       37,554       36,970       

146,334     153,520     180,299     186,544     199,190     

町村計

市町村計

市町村名

延　　　滞　　　金　　　徴　　　収　　　額　　　（単位：千円）

平成１８年度 平成２１年度

市計

平成１７年度 平成１９年度 平成２０年度



９ 市町村税収の状況

9

左のグラフは、平成22年度上半期（４～９月）の市町村
税収を前年同時期の税収と比較したものです。
県内市町村の税収は、前年同期を▲9億円（▲1.7％）
下回る計541億5900万円程度となっています。
税目ごとの減収要因として、固定資産税の▲1.9億円
（▲0.6％）は、土地評価額の下落に伴う減少、前年度所
得に課税する個人住民税は、▲6.9億円（▲5.0％）と昨年
の景気低迷の影響を受けた減少と考えられます。
なお、法人住民税は＋0.3億円（＋0.9％）となっていま
すが、景気低迷の影響から回復までは至っていないと考
えられます。

また、たばこ税は、下半期に増税の影響による販売本
数の大幅な減少が見込まれ、年間では前年度から▲2.3
億円（▲5.1％）を見込んでいます。
これらを勘案した平成22年度の税収見込みは、前年度
から▲19億円の835億円余りになると予想されます。

※平成１８～１９年度は所得税からの税源移譲による伸び。
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１０ 今後の市町村税政

10

県内の市町村収入に占める地方税収の割合は、全国
平均35.3％に対して20.1％と低く、地方交付税に頼らざ
るを得ない状況となっています。

貴重な自主財源となる地方税収確保のため、今後の
市町村に求められるものは、住民目線での税政を進め
ることが重要となってきます。

この住民目線での税政を進めるため、徴収率向上を
大前提として、以下の２つの視点が必要になってきま
す。

（１）公平性の確保

納税が義務ならば、公平性は確実に担保されなけれ
ばなりません。

今後も、税金逃れなどの悪質滞納者への厳格な滞納
処分を実施することはもちろん、高幡、幡多地域の租税
債権管理機構や嶺北地域での共同徴収といった、広域
的に滞納整理を行うなどの対応を検討していく必要が
あります。

一方、課税側である市町村の課税漏れや課税誤りで
あるといったことは、納税者の目から一番公平性を欠
き、納税意欲をなくすことに繋がることから、地方税法
の厳守、課税客体の的確な把握が求められます。

今後も、このような公表を通じての透明性の確保や、
納得性の向上を図ることが、公平な税政を進めていくう
えで大変重要と考えています。

（２）利便性の確保

現在、県内市町村で進められている給与所得者の個
人住民税を、給与から天引きする特別徴収制度の完全
実施に向けた取組みは、住民の皆様が金融機関など
で納める手間が不要になり、また1回あたりの納付額が
少なくなるなど、納税者の利便性の確保として重要な取
組みです。

さらに今後は、全国的に導入が進められている電子
申告サービスやコンビニエンスストアでの納税、イン
ターネットのカード決済による納税等が考えられます。

これらには、手数料やシステムの問題などの費用対
効果についての議論等はありますが、納税をしやすい
環境を整備していくことによる住民の利便性向上とい
う、5年10年と先を見た政策としての税政を進めるうえ
で大変重要と考えています。

○最後に

税金は、国や県、市町村が住民サービスを提供するう
えで必要となる費用を、住民である私たちがその対価と
して、「税金」という形で負担する社会維持のための会
費です。

今後も、公平性、利便性の確保の視点から市町村税
政への支援を行ってまいりますので、県民の皆様のご
理解とご協力をお願い申し上げます。


